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労働者派遣事業における情報提供 

 

2025 年 8 月 21 日 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第

２３条第５項により、事業所ごとの情報提供を行います。 

 

【情報提供すべき事項】 

１． 対象期間 ： 2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日 

    

２． マージン率等 

① 派遣労働者数  ： ２７名（2025年 6月 1日現在） 

② 派遣先事業所数 ： ５件 

③ マージン率   ： 28.1% 

④ 1日（8時間あたり）の労働者派遣料金の平均額  32,000円 

⑤ 1日（8時間あたり）の派遣労働者の平均賃金   23,000円 

⑥ 労使協定締結の有無：有 （期間：2025/04/01～2026/03/31） 

上記労使協定の対象となる労働者の範囲：すべての派遣労働者 

 

  マージンに含まれる費用 

   ・社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社

負担分） 

   ・有給休暇費用（年次有給休暇取得時に係る賃金） 

   ・会社運営経費（健康診断費用、人材募集費用、教育訓練費用、就業管理費用、

営業費用など） 

   ・営業利益（上記費用を差し引いた利益） 

 

３． 教育訓練に関する事項 

・入社時研修 

・ビジネススキル研修 

・簿記研修 

・リーダー研修 等 

 

４． キャリアコンサルティングの相談窓口 

システムソリューション部部長   TEL 06-6252-8877 


